
 

令和３年度 合併処理浄化槽設置費補助制度のご案内 
 
       令和３年４月 

                 豊田市上下水道局 下水道施設課 

 

本市では、公共下水道等の整備構想のない区域や整備が当面先の区域の生活排水対策として、

トイレの汚水だけでなく、台所やお風呂などの雑排水も処理することができる合併処理浄化槽

の設置を促進しています。以下で説明する補助制度をぜひご活用ください。 

 

１ 補助金の対象区域  

 

 

 

 

２ 補助金の対象者  

 

 

 

 

 

３ 補助対象浄化槽  

 

 

 

 

４ 補助金申請の手続き方法  

 

 

                    

                 

          

＊ 浄化槽の設置工事前に、補助金の申請手続きをしてく

ださい。 

                     

                     

＊ 工事の状況を現場で確認します。 

 

＊ 実績報告書提出後、工事の完成状況を現場で確認しま

す。 

          

 

＊ 請求書提出後、口座に振り込まれるまでに約１か月か

かります。 

建築確認申請・浄化槽設置届 

補助対象区域、条件の確認 

実績報告書の提出 
（期限は 1 月末日） 

 
 

既設単独槽などの撤去工事 

補助金の交付(支払い) 

補助金交付申請書の提出 

補助金交付確定通知 

補助金交付決定通知 

ＢＯＤ除去率が９０％以上で放流水のＢＯＤが２０mg／ℓ以下、かつ

総窒素濃度が２０mg／ℓ以下の処理能力を有する５０人槽以下のもの

で、環境省の補助要綱等に定める環境配慮型浄化槽に限る。環境省又は

(一社)浄化槽システム協会のホームページ等を参照してください。 

市街化調整区域及び都市計画区域外で、次の区域を除く区域 

(1)下水道事業計画区域 

(2)コミュニティ･プラント又は農業集落排水事業の処理区域 

(3)市管理共同し尿浄化槽の処理区域 

(4)その他市長が指定する区域 

※ 下水道へ接続可能な場合は、補助の対象にはなりません。 

専用住宅、併用住宅(延べ床面積の１／２以上を居住の用に供する建物)

など主に居住用建物の敷地に合併処理浄化槽を設置し、居住しようとす

る個人(法人は対象外です)。 

ただし、アパート・借家（空き家情報バンクは除く）・別荘等、貸借や

転売を目的とする建物や日常的に利用されない建物は対象外です。 

※ 実績報告書提出時に浄化槽の設置場所に居住し、設置場所に住民登録

をしていること（住民票の写しの提出）が必要です。 

◆ 予算の範囲内での受付となります。 



５ 補助金の対象工事（費用） 

①  浄化槽本体、付属品費用 ② 浄化槽据付工事費用 ③ その他の浄化槽設置工事費用 

④ 既設単独処理浄化槽、汲み取り便槽の撤去工事費用 ⑤ 配管工事費用 

    ※④、⑤に関しては条件があります 
 

６ 補助金額について ※記載の額は限度額です 
 

  

 
転  換 

建替・増築を伴う 
転換又は更新 

  

加 算 補助限度額 適  用 
人槽   

５人槽 495,000円 132,000円 撤去費 90,000円 単独処理浄化槽又は 
汲取り便槽の撤去費用 

6～ ７人槽 584,000円 150,000円 配管費 300,000円 転換に要する配管費用 

8～５０人槽 729,000円 210,000円 
 

 

○ 転換とは、使用中の既存建物において、単独処理浄化槽や汲取り便槽から合併処理浄化

槽へ切替えることをいい、更新とは、破損等の重篤な支障が発生したことによる、合

併処理浄化槽の入替えをいいます。 

○ 撤去費は単独処理浄化槽や汲取り便槽の撤去工事費用に対して、上限額を９０,０００

円とします。申請前に撤去工事をされると対象外となりますので、必ず撤去前に申請

をしてください。 

○ 配管費は、転換のうち建築行為を伴わない場合が対象となります。 

○ 補助対象となる人槽は、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人

員算定基準（JIS A 3302 2000）」表で算定した住宅部分の処理対象人員とします。 

※補助対象工事費によっては、補助金が限度額分支払われない場合があります。 
 

７ その他  

（１）浄化槽設置後の補助金交付申請は、一切認められませんので、必ず工事をする前に

申請をし、交付決定(着工許可)を受けてください。(浄化槽工事は有資格業者に依頼

してください。) 

 （２）期限内に事業が完了（敷地内で建築工事等がある場合はすべて終了し、居住してト

イレ等の汚水を処理し、浄化槽を正しく使用している状態）しない場合や、住宅を

転売・貸借した場合等には、補助金は交付されません。 

 （３）設置後の浄化槽を適正に管理(法定検査・保守点検・清掃)しないときは、補助金の

返還になる場合があります。 

 （４）浄化槽の更新を行う者のうち、使用開始日から１０年を経過しない浄化槽について

は補助（更新）の対象としません。 

 （５）申請した年度の１月末日までに実績報告書を提出してください。 

 （６）その他にも補助金の交付には条件がありますので、事前にご相談ください。 

期日までに事業完了できない場合は、補助金が交付できません。期日に間に合わな

い場合は、申請及び浄化槽設置工事を翌年度に実施することを検討してください。 

 

 

 

 

                 ＜電  話＞ (０５６５)３４－６９６４ （直通）  
＜F A X ＞  （０５６５）３２－３１７１（直通）   

＜E-mail＞   gesuishisetsu@city.toyota.aichi.jp        

＜HP アドレス＞ http://www.city.toyota.aichi.jp/        

  

    

【問合せ・申請先】 

豊田市上下水道局 
下水道施設課 浄化槽担当 

注意 

形態 


